
住
民
税（
町
県
民
税
）申
告
、確
定
申
告
は
お
早
め
に
！

申
告
相
談
案
内

申
告
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

【
南
越
前
町
役
場
】�2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
金
）※
平
日
の
み

【
今
庄
事
務
所
】�2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
金
）�

期
間
中
の
月
曜
日
と
木
曜
日
の
み

【
河
野
事
務
所
】�2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
金
）�

期
間
中
の
火
曜
日
と
金
曜
日
の
み

 

※
２
月
23
日（
金
・
祝
）は
除
く

受
付
時
間
は
3
カ
所
と
も
午
前
9
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
午
後
4
時
と

な
り
ま
す
。相
談
内
容
は
住
民
税（
町
県
民
税
）申
告
お
よ
び
確
定
申
告
と

な
り
ま
す
。

次
の
申
告
は
、武
生
税
務
署
で
お
願
い
し
ま
す

※ 

そ
の
他
、申
告
の
内
容
に
よ
っ
て
は
武
生
税
務
署
で
の
申
告
を
お
願
い

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
武
生
税
務
署
】�（
越
前
市
中
央
1
丁
目
6-

12
）※
平
日
の
み

　
2
月
16
日（
金
）〜
3
月
15
日（
金
）�

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
4
時

申
告
相
談
は
午
前
9
時
か
ら
開
始
し
ま
す
。

入
場
整
理
券
が
な
く
な
り
次
第
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

★
期
日
間
近
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
申
告
が
必
要
か
ど
う
か
、確
定
申
告
か
住
民
税
申
告
か
を
簡
易
的
に
判
断
で
き
ま
す
。

※
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
関
わ
ら
ず
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

令
和
５
年
中
に
ど
ん
な
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

収入なしまたは
非課税収入のみ

（遺族・障害年金、
失業給付金等）

▪町内在住の親族の税上の扶養になっている 申告不要

▪誰の扶養にもなっていない 住民税申告

▪町外在住の親族の税上の扶養になっている 住民税申告

▪年金収入のみで申告する控除がない 申告不要

▪年金以外の所得（20万円以下）がある 住民税申告

▪年金収入が400万円を超えている 確定申告

▪年金以外の所得が20万円を超える 確定申告

▪年末調整済の給与（1カ所）のみ 申告不要

▪給与以外の所得（20万円以下）がある 住民税申告

▪給与収入が2,000万円を超えている 確定申告

▪医療費控除などの控除を追加、変更する 確定申告

▪2カ所以上からの給与がある 確定申告

▪給与以外の所得が20万円を超える 確定申告

▪ 所得金額より控除金額の方が多い 住民税申告  
（所得税が課税されない）

▪ 所得金額より控除金額の方が少ない 確定申告  
（所得税が課税される）

主に年金収入

主に給与収入

・営業、農業
・不動産
・雑
・一時
・利子、配当
・譲渡

• 

青
色
申
告

• 

株
の
売
買
、先
物
取
引
、仮
想

通
貨
の
申
告

• 

亡
く
な
っ
た
方
の
確
定
申
告

• 

令
和
4
年
分
以
前
の
確
定
申
告

• 

土
地
や
建
物
、株
な
ど
の
譲
渡
所
得

• 

1
年
目
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

• 

災
害
な
ど
で
雑
損
控
除
を
受
け
る
方

102024 年 2 月号


